
報告第 22 号 

 

小城市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

 

 このことについて、別紙のとおり報告する。 

 

平成 26 年 9 月 26 日 

 

小城市教育委員会 教育長 今村 統嘉      
 

 報告理由  
  幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成一〇年六月一七日文部大臣裁

定）に基づき、減免単価および算定基準に変更があったため、小城市立

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正をする必要がある。  



 小城市告示第   号 

 

   小城市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正す 

る告示 

  



別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

  幼稚園保育料等従来条件補助基準表  

補助単価（年額） 

区  分 

1人就園の場
合及び同一世
帯から 2人以
上就園してい
る場合の最年
長者（第1子） 

同一世帯から2
人 以 上 就 園 し
て い る 場 合 の
次年長者 

  （第2子）

同一世帯から3
人 以 上 就 園 し
て い る 場 合 の
左以外の園児 

 （第3子以降）

生活保護世帯 79,000円 79,000円 79,000円 

市 町 村 民 税 非 課 税 世
帯・市町村民税所得割非
課税世帯 

20,000円 50,000円 79,000円 

上記以外の世帯 ― 40.000円 79,000円 

（注） 

  １ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の

家計の主宰者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合

算する。 

  ２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合

の補助限度額は、次の算式（算出した額に100円未満の端数があ

るときは、これを四捨五入する。）により減額して適用する。 

    補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15 

３ 転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額

に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）によ

り減額して適用する。 

補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の

支払月数 

  ４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度

とする。 

    ５ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額

控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。 



別表第２（第２条関係） 

  幼稚園保育料等補助新条件基準表 

 補助単価（年額） 

区  分 

小学校1年生から3年生
までの兄又は姉を1人有
しており、就園している
場合の最年長者 

 

（第2子）

小学校1年生から3年生までの兄又は姉
を1人有しており、同一世帯から2人以
上就園している場合の左以外の園児及
び小学校1年生から3年生までに兄又は
姉を2人以上有している園児    

 （第3子以降） 

生活保護世帯 79,000円 79,000円 

市町村民税非課税
世帯・市町村民税
所得割非課税世帯 

50,000円 79,000円 

上記以外の世帯 40,000円 79,000円 

（注） 

  １ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の

家計の主宰者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合

算する。 

  ２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合

の補助限度額は、次の算式（算出した額に100円未満の端数があ

るときは、これを四捨五入する。）により減額して適用する。 

    補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15 

３ 転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額

に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）によ

り減額して適用する。 

補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の

支払月数 

  ４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度

とする。 

５ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額

控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定



様式第４号を次のように改める。 

様式第４号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

  小城市長    様 

 

                    園児の住所 

 

園児の保護者          印 

 

 

    年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書  
 

  小城市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第６条の規定により、関係

資料を添えて次のとおり実績報告書を提出します。 

 

保 育 料 等

減 免措置階層

区 分 

Ａ 

補助対象

経 費 

 

 

円 

Ｂ 

補 助 金

額 

 

 

円 

Ｃ 

補 助 金

交 付 決

定 額 

 

円 

Ｄ 

Ｂ 、Ｃ

の う ち

低 い 方

の 額 

円 

Ｅ 

不 用 額 

 

 

 

円 

 生活保護世帯・ 

 市 民 税 非 課

税・市民税所得

割非課税世帯・ 

上記以外の世帯 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

計            

 



 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成 26 年度補助金から適用する。 
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現 行 改 正 案 
小城市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この告示は、公布の日から施行し、平成 25年度補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小城市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この告示は、公布の日から施行し、平成 26年度補助金から適用する。 
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別表第１（第２条関係） 

  幼稚園保育料等従来条件補助基準表  

 減免単価（年額） 

区  分 

1 人就園の場
合及び同一世

帯から 2 人以
上就園してい

る場合の最年

長者（第 1子） 

同一世帯から 2
人以上就園して

いる場合の次年

長者 

  （第 2子）

同一世帯から 3
人以上就園して

いる場合の左以

外の園児 

 （第 3子以降）

生活保護世帯・市民税非

課税世帯・市民税所得割

非課税世帯 
20,000円 50,000円 79,000円 

上記以外の世帯 ― ― 79,000円 

（注） 

  １ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰 

者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合算する。 

  ２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度 

額は、次の算式（算出した額に 100円未満の端数があるときは、これを 

四捨五入する。）により減額して適用する。 

補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15             

３ 転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額に 100 

円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）により減額して適 

用する。 

別表第１（第２条関係） 

  幼稚園保育料等従来条件補助基準表  

 減免単価（年額） 

区  分 

1 人就園の場
合及び同一世

帯から 2 人以
上就園してい

る場合の最年

長者（第 1子） 

同一世帯から 2
人以上就園して

いる場合の次年

長者 

  （第 2子）

同一世帯から 3
人以上就園して

いる場合の左以

外の園児 

 （第 3子以降）

生活保護世帯 79,000円 79,000円 79,000円 

市民税非課税世帯・市民

税所得割非課税世帯 20,000円 50,000円 79,000円 

上記以外の世帯 ― 40,000円 79,000円 

（注） 

１ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰 

者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合算する。 

２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度 

額は、次の算式（算出した額に 100円未満の端数があるときは、これを 

四捨五入する。）により減額して適用する。 

補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15             

３   転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額に 100 

円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）により減額して適 

用する。 
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補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の支払月数 

  ４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

                                      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の支払月数 

  ４  実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

    ５ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所 

    得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。 
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別表第２（第２条関係） 

  幼稚園保育料等補助新条件基準表 

 減免単価（年額） 

区  分 

小学校 1年生から 3年
生までの兄又は姉を 1
人有しており、就園し

ている場合の最年長者 

 

（第 2子）

小学校 1年生から 3 年生ま
での兄又は姉を 1 人有して
おり、同一世帯から 2 人以
上就園している場合の左以

外の園児及び小学校 1 年生
から 3 年生までに兄又は姉
を 2人以上有している園児   

 （第 3子以降）

生活保護世帯・市民税非課

税世帯・市民税所得割非課

税世帯 
35,000円 79,000円 

（注） 

  １ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰 

者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合算する。 

  ２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度 

額は、次の算式（算出した額に 100円未満の端数があるときは、これを 

四捨五入する。）により減額して適用する。 

別表第２（第２条関係） 

  幼稚園保育料等補助新条件基準表 

 減免単価（年額） 

区  分 

小学校 1年生から 3年
生までの兄又は姉を 1
人有しており、就園し

ている場合の最年長者 

 

（第 2子） 

小学校 1 年生から 3 年生ま
での兄又は姉を 1 人有して
おり、同一世帯から 2 人以
上就園している場合の左以

外の園児及び小学校 1 年生
から 3 年生までに兄又は姉
を 2人以上有している園児   

 （第 3子以降）

生活保護世帯 79,000円 79,000円 

市民税非課税世帯・市民税

所得割非課税世帯 50,000円 79,000円 

上記以外の世帯 40,000円 79,000円 

（注） 

  １ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰 

者である扶養義務者の市町村民税所得割課税額を合算する。 

  ２ 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度 

額は、次の算式（算出した額に 100円未満の端数があるときは、これを 

四捨五入する。）により減額して適用する。 
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補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15             

３ 転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額に 100円 

未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）により減額して適用す 

る。 

補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の支払月数 

  ４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

                                      

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助単価×（保育料の支払月数＋３）÷15             

３ 転入又は転出した場合の補助限度額は、次の算式（算出した額に 100円 

未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）により減額して適用す 

る。 

補助単価÷12月×当該年度における市内在住期間の保育料の支払月数 

   ４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

   ５ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所 

     得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。 
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様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

  小城市長    様 

                    園児の住所 

園児の保護者              印 

 

    年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書 

 

  小城市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第６条の規定により、関係資料を添えて次

のとおり実績報告書を提出します。 

保 育 料 等 減

免措置階層区分 

Ａ 

補助対象

経 費 

 

 

Ｂ 

補助金額 

 

 

円 

Ｃ 

補助金交

付 決 定 

額 

 

Ｄ 

Ｂ 、Ｃ

のうち低

い 方 の 

額 

Ｅ 

不 用 額 

 

 

 
 生活保護世帯 

 市民税非課税・

市民税所得割非

課税世帯 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

計           
 

様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

  小城市長    様 

                    園児の住所 

園児の保護者              印 

  年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書 

 

  小城市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第６条の規定により、関係資料を添えて次

のとおり実績報告書を提出します。 

保 育 料 等 減 免

措 置 階 層 区 分 

Ａ 

補助対

象経費 

 

 

Ｂ 

補助金額 

 

 

円 

Ｃ 

補助金交

付 決 定 

額 

 

Ｄ 

Ｂ 、Ｃ

のうち低

い 方 の 

額 

Ｅ 

不 用 額 

 

 

 

 生活保護世帯 

 市民税非課税・市民

税所得割非課税世

帯・ 

上記以外の世帯 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

計           
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